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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
石英管内に半導体基板と不純物拡散源を設置する工程と、前記石英管を真空封入し、熱処
理を行って前記半導体基板に不純物を導入する工程を備えた半導体装置の製造方法であっ
て、前記拡散源は、第１の不純物を含む物質と第２の不純物を含む物質とを有し、前記第
１の不純物を含む物質は前記第１の不純物を含まない物質で包むように構成され、前記第
１の不純物を含む物質は弗化アルミニウム粉末であり、前記第２の不純物を含む物質はボ
ロンを添加したシリコン粉末であり、前記不純物を含まない物質はノンドープシリコン粉
末であることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
前記半導体基板に前記第１の不純物および前記第２の不純物が導入された領域はトランジ
スタのベース領域として機能することを特徴とする請求項１記載の半導体装置の製造方法
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シリコン基板中へ二種の不純物を同時に再現性よく拡散させるのに適した半
導体装置の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、シリコン基板に二種の不純物を拡散させる方法として、石英封管拡散法が広く知
られている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　石英封管拡散法には、例えば、拡散不純物として、シリコン粉末に固溶した元素と単体
金属の二種の不純物を用いて、同時にシリコン基板に拡散する封管拡散法技術がある。こ
の技術は、シリコン粉末に固溶した元素と単体金属の二種の不純物を封管内に入れた後、
熱処理することによって、シリコン基板の片面に二種の不純物を拡散するものである。
【０００４】
　図４は従来の技術における石英管による封管拡散法の説明図である。
【０００５】
　シリコン基板１を３００ｓｌ並べ、その両側に拡散源となるボロン添加シリコン粉末２
、金属アルミニウム６を配置し、さらに基板間にも１００ｓｌ間隔で配置する。この後、
石英管５内を真空封止し、１２００℃で９時間熱拡散を行う。しかるのち、シリコン基板
１を取り出し再度１２００℃で５０時間ドライブイン拡散を行う。
【０００６】
　また、同じく特許文献１には次に示す別の技術も開示されている。この技術は拡散不純
物として、シリコン粉末に固溶した元素とハロゲン化物の二種を封管内に入れた後、熱処
理することによって、シリコン基板の片面に二種の不純物を拡散することができるとされ
ている。
【０００７】
　図５は従来の別の技術における石英管による封管拡散法の説明図である。
【０００８】
　シリコン基板１を３００ｓｌ並べ、その両側に拡散源となるボロン添加シリコン粉末２
、弗化アルミニウム３を配置し、さらに基板間にも１００ｓｌ間隔で配置する。この後、
石英管５内を真空封止し、１２００℃で９時間熱拡散を行う。しかるのち、シリコン基板
１を取り出し再度１２００℃で５０時間ドライブイン拡散を行う。
【０００９】
　上記の従来技術のように単に単体金属を用いるのではなく、ハロゲン化物を用いること
で、金属元素の蒸気圧よりも高い蒸気圧となり、封管内での濃度差を少なくし、拡散深さ
のばらつきを少なくすることができるとされている。
【特許文献１】特開平５－３４７２６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記した封管内に単体金属を封入する方法では、シリコン粉末に固溶した元素として、
シリコン中にリンもしくはボロンを添加させた粉末が用いられ、単体金属としてはアルミ
ニウムもしくはガリウムが用いられることが多い。しかしながら、金属のアルミニウムも
しくはガリウムの蒸気圧は低いため、封管内に金属元素を配置し、熱処理した場合、蒸発
が進まず封管内で濃度差を生じ、その結果、アルミニウムもしくはガリウムの拡散深さ、
拡散長にばらつきを生じやすいという問題があった。
【００１１】
　また、封管内にハロゲン化物を封入する方法では、シリコン粉末に固溶した元素として
、シリコン中にリンもしくはボロンを添加させた粉末が用いられ、ハロゲン化物としては
ハロゲン化アルミニウムもしくはハロゲン化ガリウムが用いられる。しかしながら、蒸気
圧の極めて高いハロゲン化物を用いることにより、蒸発が急激に進み封管内で濃度差を生
じ、アルミニウムもしくはガリウムの拡散深さ、拡散長にばらつきを生じやすいという問
題があった。
【００１２】
　そこで、本発明の目的は、シリコン基板へ二種類の不純物を同時に封管拡散させる際の
拡散層のばらつき、すなわち表面濃度や拡散深さについて、特にアルミニウムの拡散深さ
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のばらつきを減少させる方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために、本発明の半導体装置の製造方法は、石英管内に半導体基板
と不純物拡散源を設置する工程と、前記石英管を真空封入し、熱処理を行って前記半導体
基板に不純物を導入する工程を備えた半導体装置の製造方法であって、前記拡散源は、第
１の不純物を含む物質と第２の不純物を含む物質とを有し、前記第１の不純物を含む物質
は前記第１の不純物を含まない物質で包むように構成され、第１の不純物を含む物質は弗
化アルミニウム粉末であり、第２の不純物を含む物質はボロンを添加したシリコン粉末で
あり、不純物を含まない物質はノンドープシリコン粉末である。
【００１５】
　また、前記半導体基板に前記第１の不純物および前記第２の不純物が導入された領域は
トランジスタのベース領域として機能することが好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　上記本発明の半導体装置の製造方法によれば、不純物源として用いられる蒸気圧の極め
て高いハロゲン化アルミニウムを不純物が添加されていないシリコン粉末で包囲すること
で、ハロゲン化アルミニウムの蒸発を抑制でき、蒸気圧調整が図れることにより、封管内
での濃度差を少なくでき、ウエハ面内及び面間での不純物拡散深さのばらつきを大幅に低
減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００１８】
　図１は本発明の実施の形態における石英管による封管拡散法の説明図である。
【００１９】
　シリコン基板１を３００ｓｌ並べ、その両側に拡散源となるボロン添加シリコン粉末２
、弗化アルミニウム３、ノンドープシリコン粉末４を配置し、さらに基板間にも１００ｓ
ｌ間隔で配置する。この後、石英管５内を真空封止し、１２００℃で９時間熱拡散を行う
。しかるのち、シリコン基板１を取り出し再度１２００℃で５０時間ドライブイン拡散を
行う。
【００２０】
　図２は本発明の実施の形態における封管拡散法を適用したメサ型半導体装置の断面図で
ある。
【００２１】
　上記ドライブイン処理後に得られたｐ型ベース領域９の表面濃度は５．０×１０17ｃｍ
-3であり、ボロンの拡散深さは２８μｍ、アルミニウムの拡散深さは５５μｍであった。
次いで、選択的にリンを拡散させて拡散深さ１６μｍ、表面濃度４．０×１０19ｃｍ-3の
エミッタ拡散領域１０を形成する。そして上記ベース領域９とエミッタ拡散領域１０の上
には二酸化珪素膜１１を形成する。しかるのち、メサ溝形成領域の二酸化珪素膜を公知の
フォトリソグラフィーとウエットエッチングあるいはドライエッチングにより除去し、室
温以下に冷却された弗酸：硝酸：酢酸の混合液中で、水平揺動を行いながらエッチング処
理して、メサ溝を形成する。
【００２２】
　その後、スピンコーティング法により、アルミナ、二酸化珪素、酸化鉛からなるガラス
粉末と感光性物質の混合液を厚み設定が１００μｍになるように塗布する。次に、露光・
現像して塗布膜をパターニングし、電極形成部で塗布膜を除去し、メサ溝部のみに塗布膜
を残るようにする。しかるのち、まず４００℃、３０分の酸化雰囲気で感光性物質を燃焼
させて、メサ溝部にガラス粉末を残す。次いで、酸素、窒素雰囲気中で、９００℃程度、
１５分間の熱処理を行い、ガラス粉末を焼成してガラス被膜１２を形成する。最後に、ベ
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ース電極１３、エミッタ電極１４とコレクタ電極１５をそれぞれ形成し、メサ型半導体装
置を得る。
【００２３】
　本実施の形態によれば、蒸気圧の高い弗化アルミニウムを包囲するようノンドープシリ
コン粉末を配置することで、ハロゲン化アルミニウムの過度の蒸発を抑制でき、石英封管
内のＡｌ蒸気の濃度差を少なくできるので、シリコン基板の面内および面間での不純物拡
散のばらつきを大幅に低減することができる。
【００２４】
　本実施の形態におけるＮＰＮトランジスタ直流電流増幅率のばらつきを図３に示す。本
実施形態の封管法はトランジスタのベース領域を形成する工程で使用した。
【００２５】
　なお、比較として、図３には、従来の技術、即ち不純物源としてボロン添加シリコン粉
末と金属アルミニウムを用いてベース拡散層を形成したＮＰＮトランジスタ、従来の別の
技術、即ち不純物源としてボロン添加シリコン粉末とノンドープシリコンで包囲されてい
ない弗化アルミニウムを用いてベース拡散層を形成したＮＰＮトランジスタ直流電流増幅
率のばらつきも示した。
【００２６】
　図３に示すように、本実施の形態によれば、従来の拡散法で形成したトランジスタに比
べて直流電流増幅率のばらつきを大幅に低減することがわかった。このことにより、製品
の特性が安定化し、製造歩留を向上させることができる。
【００２７】
　なお、本実施の形態ではメサ型ＮＰＮバイポーラトランジスタを例にとって説明したが
、それ以外のデバイス、例えば通常のバイポーラトランジスタに適用しても本発明の効果
は得られる。
【００２８】
　また、シリコン基板の間に配置される不純物拡散源の位置は任意に設定されるものであ
る。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、不純物の拡散ばらつきを低減でき、バイポーラ
トランジスタ等の製造方法として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施の形態における石英管による封管拡散法の説明図
【図２】本発明の実施の形態における封管拡散法を適用したメサ型半導体装置の断面図
【図３】本発明の実施の形態におけるＮＰＮバイポーラトランジスタの直流電流増幅率の
ばらつきを示す図
【図４】従来の技術における石英管による封管拡散法の説明図
【図５】従来の別の技術における石英管による封管拡散法の説明図
【符号の説明】
【００３１】
　１　シリコン基板
　２　ボロン添加シリコン粉末
　３　弗化アルミニウム
　４　ノンドープシリコン粉末
　５　石英管
　６　金属アルミニウム
　７　ｎ型半導体領域（コレクタ領域）
　８　ｎ+型半導体領域（コレクタ領域）
　９　ｐ型半導体領域（ベース領域）
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　１０　ｎ+型半導体領域（エミッタ領域）
　１１　二酸化珪素
　１２　ガラス保護膜
　１３　ベース電極
　１４　エミッタ電極
　１５　コレクタ電極

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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